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音楽教育学の体系化について

久　　納　　慶　　一＊

　　　　　　　　Keiichi　KUN0

Uber　d1e　Systemat1k　der　Mus1kpadagog1k

　音楽教育の問題は，近年にわかに発達してきたマス・

メディアによる音楽の多様化と，その趣味の分化のため

に，とくに一般教育の分野において再検討の必要性がし

だいに強く意識されてきた。そしてそれは特にこれから

の21世紀に生きる人間を育てるべき課題を持つ，小・中

学校での音楽教育において，その目標，内容にわたる再

検討，改革は切実な当面の問題となっているのである。

　だがそれと共に，音楽教育の問題をめぐっての論議

において，在来はともすると，㏄ただ音楽する一muSiZ－

ieren’’という積極的な実践的姿勢が問題のすべてを解

決するという立場が教育実践の場において有力であっ

て，そこに確たる根拠に基く理論の展開が欠けていたこ

とも否定できないことであった。

　この理論の欠除ということが音楽教育において強く意

識され，改めてしっかりとした学的根拠に基いて，新た

な音楽教育を展開しようという気運が生まれるのは，ド

イツにあっては，第2次大戦後の全ドイツを一時は風び

したミューズ教育への反省の段階に立った，1960年代後

半のことであった1）。

　かくして，ユ970年代の初めから展開されるドイツでの

新たな学校での音楽教育の改革は，確とした学的基礎の

上に立つことが要請され，そこで学としての「音楽教育

学」の存在が強く求められはじめたのであった。

　音楽教育学が，音楽の教科の教育法とか教授法として

ではなく，音楽学や教育学というものと並び立つ一つの

独立した学問として成立しうるか，という問題が先立つ

問題としてここに提出されるのであるが，まず第一に問

題とすべき事は，そもそも学問的な音楽教育学というも

のが，今日まであったのか，という問題である。現在ド

イツでS1gnd　Abe1－Struthの編集によりシリースもの

として刊行されているMus1kpadagog1kの第1巻，

Mlater1a11en　zur　Entw1ck1ung　der　Mus1kpadagog1k

a1s　W1ssenschaft，zu　Stand　der　deutschen　Mus1k

＊島根大学教育学部音楽研究室

padagog1k　und－se1ner　Vorgesch1chte（1970）のなか

で，著者Sigrid　Abe1－Struthはこう述べている。

　r今日まで，音楽教育学（Musikpadagogik）という学

問的科目（W1ssenschaft11che　D1sz1p11en）は，独立し

た個別の学という狭い意味でなくとも存在しなかった。

たとえ音楽教育学が他の学問（とくに音楽学）の分化し

た科目とか，教科（とくに音楽教師養成といった枠内で

の）として出現してくることがあっても，音楽教育学の

学として概念構成（Begr1ffsb11dung），とか歴吏的研究，

体系的秩序付け，対象領域の限定，包括的原則の導出，

理論の発展，方法についての適合性の解明等に関して

は，個々の研究はあるものの，なお一つの学問的地位を

獲得するには至っていない。』2）

　こうした事実の端的な現れとして，Abe1－Struthはま

ず「音楽教育」の概念の不確実性をそこで挙げている。

すなわちドイツ語ではこれがMusik－unterricht，Mu－

s1kerz1ehung，Mus1kpadagog1kなどと表わされるので

あるが，この概念の区分は，歴吏的変遷はあるものの，

今日でもなお不鮮明であることが指摘される。このこ

とは我が国においても似たことが言える。音楽科教育

（学），音楽教育学，教育音楽学等々の概念の違いはどこ

にあるのか，ということについて現在の日本の音楽教育

界においては，あまりはっきりせぬままに置かれている

ことが指摘される。

　これに対して，概念は如何にあれ我々は実態を問題に

すべきであるとの実践優位の立場が現在有力であるかも

しれない。学としての成立はさておき，音楽教育に関す

る学的研究であればそれはただちに音楽教育学の研究と

なるという考え方がある。だがこうした概念，用語の混

乱した用いられかたの中に，音楽教育の持つ特異な問題

が潜んでいる。すなわちこの事自体の中に既に音楽教育

の独自な歴吏，伝統が合まれているのである。例えばド

イツとは異って学問性よりも実践性を先立てる英語圏の

諸国（英，米）においてはr音楽教育学」の語に対応す

る語旬が見当たらず，New　Grove音楽辞典では音楽教
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育に関する事項は「Education　in　music」の項目に一

括されて論じられており，そこでは「音楽教育の学」に

ついては特に触れられていない3）。これに対して，1981

年に我が国において出版された平凡杜の音楽大事典にお

いては，音楽教育学の項目が置かれ，ドイツ語のMu－

sikpadagogikと並んで英語としてResearch　in　mu－

sic　educati㎝という語が掲げられている（執筆者徳丸

吉彦）4）。だがResearch1n　mus1c　educat1onの概念は

その名の示すように，多様，不確定的であって，それ自

体独立した学の形態をとらず，その内容に多様な研究タ

イプの並立を許容するのである。例えは，1969年に初版

が出されたRoger　P　Phe1psの＜A　Gu1de　to　reserch

1n　mus1c　educat1on＞では，歴史的，記述的，実験的，

哲学的，分析的という研究パターンを挙げているのであ
る5）。

　Abe1－Struthは「音楽教育」すなわちMusik－Pada－

gog1k，Mus1k－erz1ehung　Mus1k－unterr1chtなどの概

念のドイツにおける19世紀から今世紀にかけての用いら

な方について詳細な研究を，ここ（Mater1a11en　zur

Entw1ck1mg　der　Mus1kpadagog1k　a1s　W1ssenschaft

の第1章，Def1n1t1ondesBegr1ffesMus1kpadagog1k）

において展開している。

　それによると，まず19世紀においてはMusikunter－

richtなる概念が，音楽教育の中心的な概念であったこ

とが指摘されている。これは当時の音楽辞典，教育辞典

などを中心に，いかなる見出語がいかなる意味で用いら

れていたかということの調査研究に基くもので，それに

よると，Mus1kerz1ehungの語はあまり見当たらず，そ

れに相当する語はMus1kb11dungであり，これは芸術作

晶を愛好するdi1ettantを育てる一般的な音楽教育が意

味されている。そしてMus1kpadagog1kはMus1ka1－

isch　Didaktikと同様に，音楽における理論的教育に用

いられ，これに対する実技的な実践的教育をMus1kun－

terr1chtと呼んだのが一般的な傾向であったと　Abe1－

Struthは指摘している。

　このことはまたドイツにおける19世紀の音楽教育の一

般的状態を思い合わすなら，その必然性は理解されるで

あろう。この頃，啓豪期以来の大きな傾向として，ドイ

ツの学校音楽には世俗化の傾向が一般的に見られ，それ

以前のドイツの学校教育に於いて基調的であった教会的

・宗教的な教育内容と，その礼拝といった実践的な行為

への教育目的が次第に失われつつあったのである。当時

教材としては教会音楽がなお多く用いられながらも，音

楽の教科は，Kantorといったかつての代理校長のよう

な高い地位にあった教師の手から，ユ9世紀の初めには低

い地位の非常勤の音楽教師の手に委ねられるようにな

り，’そしてまたGesangという名の下に行われるその授

業も正規の授業時間にではなく，多くは放課後の時間に

行われるようになったのである。音楽一般の理解をめざ

すMus1kという名の教科が成立するのは，20世紀に入

ってからもかなりの後のことであって，ユ927年に始まる

Kestenbergの改革によって，ようやく確立するのであ

って，この19世紀には音楽の教科は単なるGesang（歌

唱）という名の教科であり，ただ歌うことに終始する教

科であったことが注目される。すなわち学校教育の受け

持つ本来の学科（wissenschaft1ich　Fach）ではなく，低

い地位の教師の担当する単なる技術的な教科techn1sch

Fach）に過ぎなかったのである6）。我々はBachを生み，

Beethovenを育てたドイツにおける学校教育が，19世

紀において音楽教育の面では如何に貧しく，また実りの

少ない歌唱教育（Gesa㎎Unterr1cht）に終始したかと

いうことに驚かざるを得ない。音楽教育はここでは，

Z1ffems1㎎en，Notens1ngen，Gohorsmgenといった形で

の歌を歌う訓育（Unterricht）であったことは，1879年

に大陸各地の音楽教育の情況を視察した英国の音楽教育

者John　Hu11ahの報告にもはっきりと記これている7）。

こうした教育の硬直性には，ドイツ，特にプロセインの

官僚性にもその原因の一つがあったと思われる。

　Mus1kerz1ehu㎎の語が辞典の見出語として出現の度

を増してくるのは20世紀に入ってからであると，Abe1－

Struthは報告している。ここでようやくMus1kunter－

r1chtとMus1kerz1ehu㎎，Mus1kpadagog1kの語が出

揃うわけである。これらの語の意味するところは各様で

あるが，一般的な傾向としては，1〉［us1kerz1ehmgは一

般教育の方に傾き，Musikunterrichtは技術，知識を

教えるという面，すなわち前者は人問教育を指向し，後

者は音楽家，音楽愛好家への教育と向う基礎的，技術的

教育を指向する概念として用いられる。そうしてMu－

sikp亘dagogikはそれらを包括，あるいはそのどちらと

もとれる形で用いられていることが指摘されている。

（例えばHugo　Wo1f，Anton　HergetのPadagog1k　fur

Mus1k1ehrer，Ber11n1929等々）

　こうした概念の用法はまだ多分に不確定的である。第

2次大戦後（1945～）の音楽辞典（Moser，Mus1k1ex1k－

on，1955　R1emann，lMus1k1ex1kon，1967　M　G　G

Bd9，10．1961，ユ962）によれは，今度はMus1kunter－

richtの語が逆に脱落してきていることが注目される。

そうして，MoserとR1emannのLex1konにおいては

Schu1mus1kとMus1kerz1ehungの項目において，ま

たM　G　GにおいてはMus1kerz1ehungとPadagog1k
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der　Musikの項目において，音楽の教育は論じられて

いるのである。

　音楽教育が一方においては人間の教育を目ざし，また

一方においては音楽を目ざした技術的教育によって成立

するものであるといわれるように，本質的に音楽教育は

二面の構造を持つものであることは，これまで概観した

用語の推多，あるいはその混乱からも明らかであろう。

そうしてこの二つを音楽教育の二つの面とすれば，音楽

教育はこの両面を同時に含み込んでいるものであること

は否定できない。それ故に我々にはこの両者に優先の順

位をつけることよりも，その対立をaufhebenし，より

高い次元でこれを見ることが要求されるのである。この

両者を止場し，真の音楽教育に至るための場を準備し，

対立の媒介を行うものこそ我々が求める学としての音楽

教育学ではないかと考えるのである。

　学としての音楽教育学の必要性を説き，その体系化を

試みた初めての入としてGustav　Sch1111ng（1805一ユ881）

の名が挙げられる。彼はユ851年にMus1ka11sche　D1dak－

tikなる書を出版しているが，その中で，一！今日まで音

楽の教育（Unterricht）の術（Kunst）に対しては，何

等の理論も，何等の学問的体系もなかった。’’（bisheute

ke1ne　Theor1e，kem　w1ssenschaft11ches　System，fur

d1e　kunst　des　mus1ka11schen　Unterr1chts　gebe）と

言っている。彼はそこで音楽教育学の必然性を次のよう

なことから理由ずけている。すなわち，ほとんどの音楽

教師は音楽という芸術をその全領域において理解し，知

り，通達し，把握している真の音楽家ではないこと，そ

うして，真の教師であるものは更に数すくないことを挙

げ，r他の学科の教師よりも比較にならぬほど，我々音

楽教師にとって教授学（Unterr1chtsw1ssenschaft）あ

るいは教授法（Unterrichtskunst）の理論が必要とされ

るのである。」と強調しているのである。

　音楽の教育者は，先ず知識を兼ね備えた優れた音楽家

であり，また同時に優れた教育者の索質，学識，技術が

要求されるべきことは，今改めて言及するまでもなく自

明のこととして理解されるであろう。そこで音楽教育学

は音楽教育と人間教育の問題をその基礎にまで遡って追

及するものと定義するならば，ここに音楽のみならず様

々な頷域の知識，法則を身に付けることが必要なことと

なってくる。ここでF．ReuterやW．C1emes，G．No一

ユ1などによって音楽教育学の創始者Begrunderと呼は

れる，哲学者であり，また美学者でもあったKar1Ch－

ristian　Friedrich　Krause（1781一ユ832）の場合を挙げ

てみるならば，彼の音楽教育に関する著作（例えばAn－

fangsgrunde　der　a11geme1nen　Theone　der　Mus1kと

かAn1e1tung　zum　K1av1ersp1e1．1808）は美学もしくは

美と芸術の哲学の概説に始まり，人間の教育，教養を高

あることの問題および音楽吏，音楽理論の一般的基礎，

そしてピァノ演奏の指導を含んだものとなっている。こ

うした各項目はまたそれぞれ独立して取り扱うことも可

能な形をとっている。こうした形での音楽教育に関する

諸理論は，また音楽理論，形式論，教授方法論，美学お

よび音楽学の概論等々を包括した音楽教育のHandbuch

などと共に，Abe1－Struthによれば，Addition（累積）

としての音楽教育学と呼ばれるものを形成する。音楽の

教師が身につけるべき数々の技術，知識を加算集積し，

統合したものが，音楽教育の学となると考える考え方で

ある。

　現在の我が国における教員養成大学の音楽教育に関す

る学科も，教科に関する専門科目として，ソノレフェージ

ュ，声楽，器楽，指揮法，音楽理論および音楽史の5科

目を掲げ，これに教育原理，教育心理学，教科教育法あ

るいは教材研究および道徳教育の研究，教育実習などの

教職に関する科目を加えて，これらの科目の包括，総和

が音楽教師に必要な科目とみなしている。すなわち音楽

教育学が成り立つとすれば，これ等の諸科目の総和，

Tota1がその内容をなすものと考えられるであろう。だ

がひるがえって見るならば，こうしたAdditionとして

の音楽教育学には，その内部に一貫して流れる原理が見

出されるであろうか。いやそれは否であって，そこでは

諸科目のばらばらの技術，知識しか身につけられないこ

とになるであろう。これ等の諸科目が有機的に相互に働

き合わぬ限りAdditionとしての音楽教育学は本来求め

られる音楽教育学とは成り得ないこととなる。

　音楽教育の問題が現実に切実な問題となる点は，芸術

としての音楽と，教育における音楽の対立，すなわちそ

こに芸術と教育，そして技術の背反の問題に直接ぷつか

っていることである。音楽の教科はまず音楽の技術の習

得，訓練に終始するか，または文化，芸術としての音楽

を理解し身につけることがその教育の目標となるか，あ

るいは音楽は教育の手段として，それによって一方的な

知的教育のひずみから開放された創造性あふれる人問性

を育てあげるのかという，技術教育と芸術教育，そして

人間教育の問題の対立が出てくるのである。芸術的には

貧しい内容の学校音楽，技術的な面に偏る非教育的な音

楽教育等々の現実の教育の場における問題は，芸術，音

楽の学と教育の学などが，音楽教育の場において形成す

る新たな音楽教育学の立場から再検討されるべき課題と

なるのである。

　Abe1－Struthはこうした課題を持って成立する音楽
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教育学を構造的に分類して，教育学と音楽学が協調して

働く共同作業Kooperationとしての音楽教育学，教育

学の音楽教育への応用理論として全人的な人間形成，す

なわちミューズ教育へと向う適用Adaptionとしての音

楽教育学，音楽学とくに音楽美学の応用理論として成立

する参加part1z1pat1on　としての音楽教育学等を挙げ

ている。

　この3種の音楽教育学のあり方を分けるものは，その

内部における教育学的なモメントと，音楽学的なモメン

トの関わり方であるが，先ず我々はその第2に挙げた教

育学の適用としての音楽教育学について問題を見ていく

ことにしよう。ここで問題になる点は，音楽教育の問題

を教育学的観点から見るならば，音楽における美的なる

ものそれ自体が直接に教育的に意義づけられず，むしろ

それに代って道徳的なものが意義づけられることにあ

る。例えば美的なものが「情操」という極めて日本的な

ものに関連付けられることについても，教育学的にはそ

れは「徳性」なるものに関連ずけられて考えられるとい

うように，本来自律的な美的asthetischeなモメントが

ここでは否定されたり，あるいは他の要素に置き換えら

れやすい傾向を持つことである。すなわち音楽教育学は

ここでは一般教育学の中に解体され，その一分科となっ

て，音楽，芸術の持つ自律的性格が見失われ，芸術教育

の持つ独自性，自律性が失われることになる。

　これと同様な傾向は第3の音楽学あるいは音楽美学の

応用としての音楽教育学にも見ることができる。ここで

は問題は逆に，音楽美，あるいは芸術美の本来所有する

自律的，孤島的な性格のため，その音楽教育学は芸術至

上主義的な音楽芸術のための教育学といった立場へと向

いやすいものとなるのである。

　したがって，音楽教育学においては，この音楽学と教

育学者との両者の要索のいずれをも欠き得ないが，また

そのどちらの要素もその内容においては優劣の区別がつ

けられぬほど緊密に結びついて働く独自の自律的な学で

あらねばならぬことが明らかになろう。そこで考えられ

るのは，第ユに挙げた教育学と音楽学あるいは音楽美学

が，優劣なく共に協調して働くKooperationとしての

音楽教育学である。これは前に述べた雑多な諸部門の

Add1t1onとしての音楽教育学ではなく，それが有機化

音楽学（美学）
芸術（音楽）

人間 教育挙

された独自のものとして捉えられなければならない。た

だしその雑多なモメントの中では音楽美学と教育学の両

者が中心的な位置を占めることは否定できない。

　このKooperationとしての音楽教育学では音楽学と

教育学が力の均衡のとれた形で静止するのではない。こ

こにおけるKooperationとは単なる平行関係ではなく

互いにからまりあい，働きあうKooperationとして極

めてdynamicな場をここに形成するのである。

　すなわち

音楽教育学

　　　　　　　　　　　　　立
音楽　　　音楽学　暴

教育学 教　育
人
間

　こうした場にあっては，教育学も音楽学も共に影響し

合い，互いに対立，分化した学ではなく，人問と音楽と

の不可欠の活動の場において，相互に影響し合って結合

し，独自な音楽教育学がここに成立すると考えられるの

である。そして，こうした場においてまた前述した技術

的なUntemchtとEfz1ehungとの対立をを止場した

より高い展望に立つ新たな視野が開かれるのである。

　これまで述べたことは，体系的な図式論であるが，こ

れをより具体的な観点から補足してみることにしよう。

　まず音楽教育は当然のことではあるが，その出発にあ

たって目的をはっきりとさせねばならない。この目的決

定にあたって，音楽美学と教育学とは音楽教育という場

において，激しい討議をたたかわす必要がある。すなや

ち「音楽」「芸術」「人問」「教育」「創造」「情操」「等々

の基本的概念を予めここではっきり定め，見据えること

がその出発点となるのである。そしてこれらの諸概念を

通じて見通された目的を「音楽の学習」あるいはr音楽

を通じての教育」というCOurSeを通じて達成しようと

するのであるが，この目的達成のためには，いかなる学

習課題を設定すべきかということが，その次の課題とな

るのである。この段階において具体的な技術的，方法的

な問題が様々にからみ合うこととなる。教材の選択，研

究，指導法の問題等々，様々のことがらがここに出てく

ることになる。そして現実の教育活動の場においては，

この教育の活動は直線的に進行するのではなく，その教

育成果の評価，検討を介して，その教育活動のプログラ

ムは，常にfeedbackの回路を持って絶えず新な教育活

動へと還元されなければならないのである。したがって

ここでは教育の理念，目標自体も観念的，固定的ではあ
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り得ず，常に実践，評価の自己回帰の回路を通して自律

的に発展，展開しようとする性格を持つものである。

　音楽教育学はこうした形で働くかぎり，自己完結的な

サーキットの中で働く，自律的な学として成立するので

ある。

　なおこの音楽教育学の内部には，主として音楽教育の

理念，目標に向う基礎論的部門，教育実践にあたっての

実践的・方法論的な部門，その評価とフィードバックの

問題等を主として担当する音楽教育学の各論的部門等が

配置されることになる。そしてこれ等の諸部門を包括す

る形ではじめて学としての自律性を持った音楽教育学の

体系は構想されるのである。
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